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ひとくちメモ

日差しが降り注ぐ、気持ちのいい季節になりました。
4月は、入学式や入社式、新しいことがはじまる時期ですね。

新しい制服に身を包んだ新入社員を見かけると、また春が巡っ
てきたと実感します。新鮮な気持ちはいつも忘れずにいたいで
すね。

■新築住宅にかかる固定資産税の税額の減額措置の延長
新築住宅にかかる固定資産税の税額の減税措置の適用期限が2年延長されます。

【平成32年3月31日までに取得した物件に適用】

■耐震改修等を行った住宅にかかる固定資産税の減額措置の見直し
①耐震改修を行った住宅にかかる固定資産税の減額措置の適用期限が2年延長されます。
②バリアフリー改修を行った住宅にかかる固定資産税の減額措置について、床面積要件の上
限を280㎡以下（現行は上限なし）としたうえ、その適用期限が2年延長されます。
③省エネ改修を行った住宅にかかる固定資産税の減額措置について、床面積要件の上限を
280㎡以下（現行は上限なし）としたうえ、その適用期限が2年延長されます。
【平成32年3月31日までに改修を行った住宅に適用】

■不動産取得税の特例措置の延長及び拡充
新耐震基準に適合しない中古住宅を取得し、入居前に新耐震基準に適合するための改修を

実施する場合における当該中古住宅の用に供する土地について耐震基準適合既存住宅の用に
供する土地にかかる不動産取得税の減額措置（床面積の2倍〈200㎡が限度〉相当額等の減
額）と同様の措置が講じられます。【平成31年3月31日までに取得した住宅に適用】


